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政
府
に
よ
る
ア
イ
ヌ
民
族
政
策
の
展
開
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
六
月
六
日
の
衆
参
両
議
院
の
本
会
議
に
お
い
て
、
ア
イ
ヌ
民
族
を
先
住
民
族
と
す
る
こ
と
を
求
め
る
国
会
決
議
（
以

下
、
「
国
会
決
議
」
と
い
う
。
）
が
議
決
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
政
府
部
内
に
「
ア
イ
ヌ
政
策
の
あ
り
方
に
関
す
る
有
識
者
懇

談
会
」
（
以
下
、
「
有
識
者
懇
」
と
い
う
。
）
が
こ
の
度
設
置
さ
れ
た
。
右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

本
年
八
月
十
一
日
と
九
月
十
七
日
に
そ
れ
ぞ
れ
第
一
回
、
第
二
回
「
有
識
者
懇
」
会
合
が
行
わ
れ
た
と
承
知
す
る
が
、
こ

れ
ま
で
「
有
識
者
懇
」
に
お
い
て
話
し
合
わ
れ
た
内
容
に
つ
き
、
説
明
さ
れ
た
い
。

二

第
二
回
「
有
識
者
懇
」
に
お
い
て
、
加
藤
忠
北
海
道
ウ
タ
リ
協
会
理
事
長
よ
り
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
生
活
や
教
育
支
援
を
含

む
総
合
的
な
ア
イ
ヌ
政
策
推
進
の
為
の
新
法
制
定
の
要
望
並
び
に
ア
イ
ヌ
政
策
を
統
括
す
る
政
府
部
内
の
窓
口
の
機
関
設
置

等
の
要
望
が
な
さ
れ
た
と
承
知
す
る
が
、
右
加
藤
理
事
長
の
要
望
に
対
す
る
政
府
の
認
識
如
何
。

三

「
国
会
決
議
」
の
議
決
を
受
け
て
政
府
は
、
本
年
六
月
二
十
四
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
九

第
五
四
九
号
）
で
「
現
在
の
と
こ
ろ
『
先
住
民
族
の
権
利
に
関
す
る
国
際
連
合
宣
言
』
（
以
下
「
宣
言
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
『
先
住
民
族
』
の
定
義
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
く
、
ま
た
、
『
先
住
民
族
』
に
関
す
る
国
際
的
に
確
立
し
た
定
義
が
な

い
こ
と
も
あ
り
、
『
先
住
民
族
』
の
定
義
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
、
宣
言
に
お
け
る
『
先
住
民

一



族
』
と
御
指
摘
の
国
会
決
議
（
以
下
「
国
会
決
議
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
『
先
住
民
族
』
が
同
義
で
あ
る
か
結
論
を
下
せ

る
状
況
に
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
政
府
と
し
て
は
、
前
回
答
弁
書
一
、
二
及
び
五
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
、
ま
た
、
本
年
六
月
六
日
の
内

閣
官
房
長
官
談
話
に
も
あ
る
と
お
り
、
今
般
、
国
会
決
議
が
同
日
に
衆
議
院
及
び
参
議
院
の
本
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た

こ
と
を
踏
ま
え
、
国
会
決
議
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
『
日
本
列
島
北
部
周
辺
、
と
り
わ
け
北
海
道

に
先
住
し
、
独
自
の
言
語
、
宗
教
や
文
化
の
独
自
性
を
有
す
る
先
住
民
族
』
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
に
、
こ
れ
ま
で
の
ア
イ

ヌ
政
策
を
更
に
推
進
し
、
総
合
的
な
施
策
の
確
立
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。
」
と
、
ア
イ
ヌ
民
族
が
昨

年
九
月
に
国
連
総
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
先
住
民
族
の
権
利
に
関
す
る
国
際
連
合
宣
言
に
お
け
る
先
住
民
族
で
あ
る
か
は

定
か
で
は
な
い
が
、
ア
イ
ヌ
民
族
は
、
「
国
会
決
議
」
に
あ
る
様
に
「
日
本
列
島
北
部
周
辺
、
と
り
わ
け
北
海
道
に
先
住

し
、
独
自
の
言
語
、
宗
教
や
文
化
の
独
自
性
を
有
す
る
先
住
民
族
」
で
あ
る
と
の
認
識
（
以
下
、
「
政
府
認
識
」
と
い

う
。
）
を
示
し
て
い
る
。
右
の
政
府
答
弁
は
、
未
だ
国
際
的
に
定
義
の
確
立
し
て
い
な
い
先
住
民
族
に
つ
い
て
、
政
府
が
国

際
的
な
議
論
に
一
石
を
投
じ
、
そ
の
定
義
確
立
に
向
け
、
我
が
国
が
国
際
的
議
論
を
主
導
し
て
い
く
旨
の
決
意
を
披
瀝
し
た

も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
良
い
か
。

二



四

「
国
会
決
議
」
並
び
に
「
政
府
認
識
」
に
つ
い
て
、
他
国
よ
り
何
ら
か
の
照
会
は
な
さ
れ
た
か
。

五

「
国
会
決
議
」
並
び
に
「
政
府
認
識
」
は
、
我
が
国
同
様
、
い
わ
ゆ
る
先
住
民
族
を
抱
え
る
他
の
国
々
の
先
住
民
族
政
策

に
対
し
て
、
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
政
府
は
考
え
て
い
る
か
。

六

「
国
会
決
議
」
が
議
決
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
政
府
が
「
政
府
認
識
」
を
表
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
間
に

は
、
土
地
の
返
還
や
金
銭
的
な
補
償
等
に
つ
い
て
の
期
待
が
高
ま
り
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
和
人
の
間
で
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
政
策

に
よ
り
自
分
達
の
負
担
が
増
す
こ
と
並
び
に
ア
イ
ヌ
民
族
に
新
た
な
権
利
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
へ
の
不
満
が
生
じ
、
ア
イ
ヌ

民
族
と
い
わ
ゆ
る
和
人
の
間
に
新
た
な
溝
を
創
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
も
一
部
あ
る
か
と
思
料
す
る

が
、
右
に
つ
い
て
政
府
は
ど
の
様
な
認
識
を
有
し
て
い
る
か
。
「
国
会
決
議
」
が
日
本
国
民
の
間
に
対
立
を
も
た
ら
す
も
の

で
あ
る
と
政
府
は
認
識
し
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


